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(57)【要約】
【課題】錘部材の位置が変更可能なゴルフクラブヘッド
において、打球の弾道の左右の方向性の変化及びゴルフ
クラブの振り感の変化をより小さくし、打球の弾道の高
低を調整可能なゴルフクラブヘッドを提供すること。
【解決手段】ヘッド本体と、前記ヘッド本体に取付けら
れる錘部材と、前記錘部材を、前記ヘッド本体の複数の
取付位置のいずれかに固定する固定手段と、を備え、前
記複数の取付位置が、前記錘部材が取付けられていない
状態での前記ヘッド本体の重心位置を含み、かつ、前記
ヘッド本体のトウ－ヒール方向と直交する面内に含まれ
る直線上に位置していることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド本体と、
　前記ヘッド本体に取付けられる錘部材と、
　前記錘部材を、前記ヘッド本体の複数の取付位置のいずれかに固定する固定手段と、
を備え、
　前記複数の取付位置が、
　前記錘部材が取付けられていない状態での前記ヘッド本体の重心位置を含み、かつ、前
記ヘッド本体のトウ－ヒール方向と直交する面内に含まれる直線上に位置していることを
特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記固定手段が、
　前記ヘッド本体のソール部に設けられ、前記複数の取付位置を規定する複数の第１ネジ
部と、
　前記錘部材に設けられ、前記第１ネジ部に螺着する第２ネジ部と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記直線に沿って前記ヘッド本体のソール部に形成され、前記複数の取付け位置を規定
するレール部を備え、
　前記固定手段は、前記錘部材を前記レール部上の任意の位置に固定することを特徴とす
る請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記レール部が、
　前記直線に沿って形成され、前記錘部材を収容する収容空間を形成する、下方が開放し
た溝と、
　前記直線に沿って前記溝の上部に形成され、上方が閉鎖された区画室と、
　前記溝と前記区角室との間に設けられ、前記溝内の空間と前記区画室内とを上下に仕切
る仕切り部と、
　前記直線に沿って前記仕切り部に形成され、前記溝内の空間と前記区画室内とを連通さ
せるスリットと、を備え、
　前記固定手段が、
　前記直線に沿って移動可能なように前記区画室内に収容され、前記スリットを介して前
記錘部材と接続されるスライド部材と、
　前記スライド部材と前記錘部材とにそれぞれ設けられ、互いに螺着するネジ部と、
を備えたことを特徴とする請求項３に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記錘部材を固定する前記取付位置の相違による前記ゴルフクラブヘッドの重心深さの
変化量が３ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項６】
　重さの異なる複数の前記錘部材を備えたことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１
項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記取付位置において、前記ヘッド本体と前記錘部材との間に介挿される樹脂部材を備
えたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記樹脂部材が、前記錘部材に一体に設けられていることを特徴とする請求項７に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記錘部材は、前記ヘッド本体のソール部に固定され、
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　前記ソール部は、前記錘部材の取付位置に形成された凹部を有し、
　前記凹部の深さは、
　前記ヘッド本体に前記錘部材を固定した状態で、前記錘部材の最下部が、前記ソール部
の最下部よりも上方に位置するように設定されていることを特徴とする請求項１乃至８の
いずれか１項に記載のゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルファが、自身の好みによりゴルフクラブヘッドに取り付ける錘部材の位置を変更可
能としたゴルフクラブヘッドが提案されている。特許文献１乃至３には、錘部材の位置を
変更可能としたパターヘッドが開示されている。特許文献４乃至６には、錘部材の位置を
変更可能としたウッド型のゴルフクラブヘッドが開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１３７４００号公報
【特許文献２】特開２００６－１０２２３５号公報
【特許文献３】特開２００７－２２２２５７号公報
【特許文献４】実開平７－１５０６７号公報
【特許文献５】特開平１１－９７４２号公報
【特許文献６】実用新案登録第３１２７２３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　錘部材の位置を変更すると、ゴルフクラブヘッドの重心位置が変化する。ウッド型やユ
ーティリティ型（ハイブリッド型）のゴルフクラブヘッドにおいては、重心位置の変化に
より、打球の弾道の高低や左右の方向性が変化する。ユーザは、自身の好みの弾道を得る
べく、錘部材の位置を変更することができる。
【０００５】
　しかし、ゴルファによっては、弾道の高低のみを調整したい場合がある。錘部材の位置
を変更することにより、打球の弾道の高低と左右の方向性との双方が変化してしまうと、
このようなユーザのニーズに応じることはできない。また、錘部材の位置の変更により、
ゴルフクラブの振り感が大きく変わると、特に上級者に違和感を与える場合がある。した
がって、錘部材の位置の変更により、ゴルフクラブの振り感がなるべく変化しないことが
好ましい。
【０００６】
　本発明の目的は、錘部材の位置が変更可能なゴルフクラブヘッドにおいて、打球の弾道
の左右の方向性の変化及びゴルフクラブの振り感の変化をより小さくし、打球の弾道の高
低を調整可能なゴルフクラブヘッドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、ヘッド本体と、前記ヘッド本体に取付けられる錘部材と、前記錘部材
を、前記ヘッド本体の複数の取付位置のいずれかに固定する固定手段と、を備え、前記複
数の取付位置が、前記錘部材が取付けられていない状態での前記ヘッド本体の重心位置を
含み、かつ、前記ヘッド本体のトウ－ヒール方向と直交する面内に含まれる直線上に位置
していることを特徴とするゴルフクラブヘッドが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、錘部材の位置が変更可能なゴルフクラブヘッドにおいて、打球の弾道
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の左右の方向性の変化及びゴルフクラブの振り感の変化をより小さくし、打球の弾道の高
低を調整可能なゴルフクラブヘッドを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブヘッドＡの斜視図であり、ソール部１
３を透視して表した図である。図２は図１の面Ｓに沿うゴルフクラブヘッドＡの断面図で
あり、ゴルフクラブヘッドＡのトウ側から見た断面図である。
【００１０】
　ゴルフクラブヘッドＡは、ヘッド本体１０と、錘部材２０と、を備える。ヘッド本体１
０は、中空体をなしており、その周壁が、ゴルフボールの打撃面を形成するフェース部１
１と、ゴルフクラブヘッドＡの上面をなすクラウン部１２と、ゴルフクラブヘッドＡの底
面をなすソール部１３と、ゴルフクラブヘッドＡのトウ側、ヒール側及びバック側の側面
をなすサイド部１４と、を構成している。また、ヘッド本体１０には、シャフトが取り付
けられるホゼル部１５が設けられている。
【００１１】
　ゴルフクラブヘッドＡはドライバ用のゴルフクラブヘッドであるが、本発明はドライバ
以外のフェアウエイウッド等も含むウッド型のゴルフクラブヘッド、ユーティリティ型（
ハイブリッド型）のゴルフクラブヘッド、その他の中空のゴルフクラブヘッドに適用可能
である。また、ヘッド本体１０は、本実施形態の場合、中空体であるが、中実のものであ
ってもよい。
【００１２】
　ヘッド本体１０は、複数のパーツを接合して組み立てることができる。例えば、フェー
ス部１１と、その他の部分と、をそれぞれ別部材で作成し、これらを接合してヘッド本体
１０を作成することができる。また、フェース部１１と、ソール部１３と、その他の部分
と、をそれぞれ別部材で作成し、これらを接合してヘッド本体１０を作成することができ
る。ヘッド本体１０は、例えば金属材料から作成することができ、そのような金属材料と
しては、チタン系金属材料が挙げられる。ヘッド本体１０は、異なる素材から作成するこ
ともでき、例えば、金属材料と、炭素繊維材料と、から作成することもできる。
【００１３】
　ソール部１３には、錘部材２０の取付位置を規定する複数の取付部１３１ａ乃至１３１
ｄが形成されている。本実施形態の場合、４つの取付部１３１ａ乃至１３１ｄを設けてい
るが、その数は４つに限られない。ゴルフクラブヘッドＡのユーザは、いずれかの取付部
１３１ａ乃至１３１ｄに錘部材２０を取り付けることができる。
【００１４】
　各取付部１３１ａ乃至１３１ｄは、雌ネジ孔ＳＣ１を有する筒状をなしている。錘部材
２０は、軸状の雄ネジ部ＳＣ２を有しており、雌ネジ孔ＳＣ１と雄ネジ部ＳＣ２とを互い
に螺着することで、錘部材２０をヘッド本体１０に固定することができる。
【００１５】
　ワッシャ３０は、錘部材２０とソール部１３との間に介挿される樹脂部材である。ワッ
シャ３０は、雌ネジ孔ＳＣ１と雄ネジ部ＳＣ２との螺合の緩み止めとなり、一旦固定した
錘部材２０が容易に脱落しないようにしている。ワッシャ３０は、錘部材２０に一体的に
設けてもよい。例えば、錘部材２０に予め固着しておいてもよい。また、錘部材２０の表
面を樹脂材料で被覆してもよい。
【００１６】
　図２に示すように、取付部１３１ａ乃至１３１ｄのうち、錘部材２０を取り付けない取
付部については、キャップ４０を取り付けて雌ネジ孔ＳＣ１を閉鎖することができる。こ
れにより、雌ネジ孔ＳＣ１を通してヘッド本体１０内にごみ等が侵入することを防止でき
る。キャップ４０は、例えば、樹脂材料からなり、雌ネジ孔ＳＣ１に対して取り外し可能
に嵌入される。雌ネジ孔ＳＣ１を通してヘッド本体１０内にごみ等が侵入することを防止
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するため、キャップ４０に代えて、雌ネジ孔ＳＣ１の上端が閉鎖された構成としてもよい
。
【００１７】
　錘部材２０は、例えば、金属材料から作成することができる。そのような金属材料とし
ては、例えば、タングステン、タングステン合金、アルミ、アルミ合金、マグネシウム、
マグネシウム合金を挙げられる。また、錘部材２０は、例えば、粘弾性材料に金属粉を混
入したものでもよく、この場合、インパクト時のゴルフクラブヘッドＡの制振効果を向上
することができる。そのような粘弾性材料としては、例えば、ＮＢＲ（アクリロニトリル
ブタジエンゴム）が挙げられる。
【００１８】
　次に、取付部１３１ａ乃至１３１ｄの位置について説明する。図１及び図２において、
重心位置ＣＧは、錘部材２０が取り付けられていない状態でのヘッド本体１０の重心位置
である。図２において、重心深さＺＧは重心位置ＣＧからフェース部１１への垂線の長さ
であり、錘部材２０が取り付けられていない状態での重心深さである。なお、フェース部
１１が平面でなく、弧状面をなしている場合は、フェースセンタに接する仮想平面を基準
とする。図３（Ａ）及び（Ｂ）はフェースセンタＦＣの説明図である。
【００１９】
　図３（Ａ）において、角度θ１はライ角であり、ホゼル部１５に取り付けられるシャフ
トの軸線１５と、接地面とがなす角度である。図３（Ｂ）において、角度θ２はロフト角
であり、フェース部１１と、接地面とがなす角度である。図３（Ａ）において、線Ｌ３は
ヘッド本体１０を、その規定ライ角、規定ロフト角で接地面に接地させたときに、図３（
Ａ）に示すように接地部分のトウーヒール方向の中心線を通る線である。この線Ｌ３と交
わるフェース部１１の上端、下端をそれぞれ位置Ｐ１、Ｐ２とし、位置Ｐ１、Ｐ２間の高
低差Ｈの１／２の位置をフェースセンタＦＣとする。
【００２０】
　次に、図１及び図２に戻り、取付部１３１ａ乃至１３１ｄの位置について更に説明する
。図１において、面Ｓは、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧを含み、かつ、ヘッド本体１０
のトウ－ヒール方向Ｄ１と直交する仮想平面である。ここで、トウ－ヒール方向Ｄ１は、
フェース部１１と平行な方向である。フェース部１１が平面でなく、弧状面をなしている
場合は、図３（Ａ）及び（Ｂ）を参照して説明したフェースセンタＦＣに接する仮想平面
を基準とする。取付部１３１ａ乃至１３１ｄは、面Ｓ内に含まれる直線Ｌ１上に位置して
いる。
【００２１】
　次に、取付部１３１ａ乃至１３１ｄが直線Ｌ１上に配置したことによる効果について説
明する。いずれかの取付部１３１ａ乃至１３１ｄに錘部材２０を固定すると、それにより
、ゴルフクラブヘッドＡの重心位置及び重心深さが変化する。
【００２２】
　例えば、取付部１３１ａに錘部材２０を取り付けると、ゴルフクラブヘッドＡの重心位
置は、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧよりもフェース部１１側に移動し、ゴルフクラブヘ
ッドＡの重心深さは、ヘッド本体１０の重心深さＺＧよりも短くなる。重心深さが短くな
ると、打球は相対的に低弾道となる。一方、取付部１３１ｄに錘部材２０を取り付けると
、ゴルフクラブヘッドＡの重心位置は、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧよりもバック側に
移動し、ゴルフクラブヘッドＡの重心深さは、ヘッド本体１０の重心深さＺＧよりも長く
なる。重心深さが長くなると、打球は相対的に高弾道となる。
【００２３】
　このように本実施形態では、錘部材２０を固定する取付部１３１ａ乃至１３１ｄを選択
することにより、打球の弾道の高低を調整することができる。錘部材２０を固定する取付
部１３１ａ乃至１３１ｄの選択により、打球の弾道の高低差がなるべく大きくなる方が好
ましいことから、錘部材２０を固定する取付部１３１ａ乃至１３１ｄの相違によるゴルフ
クラブヘッドＡの重心深さの変化量、例えば、取付部１３１ａに錘部材２０を取り付けた
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場合と、取付部１３１ｄに錘部材２０を取り付けた場合と、の重心深さの差が３ｍｍ以上
であることが好ましい。
【００２４】
　取付部１３１ａ乃至１３１ｄは、ヘッド本体１０のトウ－ヒール方向と直交する直線Ｌ
１上に位置しているため、錘部材２０を固定するいずれの取付部１３１ａ乃至１３１ｄを
選択しても、ゴルフクラブヘッドＡの重心位置の、トウ－ヒール方向の移動はほとんど無
い。したがって、打球の弾道の左右の方向性の変化もほとんど無く、打球の弾道の高低の
みを調整できる。
【００２５】
　次に、上級者は、ゴルフクラブに対する感覚が鋭敏であるため、錘部材２０の取付位置
が、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧから離れれれば離れる程、錘部材２０の存在が気にな
り、ゴルフクラブの振り感に違和感を感じる場合がある。特に、錘部材２０の取付位置が
ヘッド本体１０の重心位置ＣＧからトウーヒール方向に離れる程、錘部材２０の存在が気
になり易い。これは、ゴルフクラブヘッドＡのフェースローテーションの特性が大きく変
化するからである。一方、錘部材２０の取付位置がヘッド本体１０の重心位置ＣＧからフ
ェース－バック方向に離れる場合には、ゴルフクラブヘッドＡのフェースローテーション
の特性が余り変化しないことから、錘部材２０の存在が余り気にならない。
【００２６】
　本実施形態では、取付部１３１ａ乃至１３１ｄは、ヘッド本体１０のトウ－ヒール方向
と直交し、かつ、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧを含む面Ｓ内に含まれる直線Ｌ１上に位
置しているため、ゴルフクラブの振り感がより小さくなり、上級者に違和感を与えないよ
うにすることができる。
【００２７】
　なお、本実施形態では、錘部材２０を１つとしたが、重さの異なる複数の錘部材２０の
いずれかを選択的にヘッド本体１０に固定するようにしてもよい。これにより、ゴルフク
ラブヘッドＡの重心位置及び重心深さの選択範囲を増やすことができると共に、選択肢も
増やすことができる。この場合、２以上の錘部材２０を同時にヘッド本体１０に固定して
もよい。
【００２８】
　＜第２実施形態＞
　図４は、本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＢの断面図であり、図２の断
面図と同様の切断面で切断した場合の断面図である。以下、上記第１実施形態のゴルフク
ラブヘッドＡと同じ構成については同じ符号を付して説明を割愛し、異なる構成について
のみ説明する。
【００２９】
　本実施形態の場合、各取付部１３１ａ乃至１３１ｄに、錘部材２０を収容する凹部１３
２ａ乃至１３２ｄが設けられている。凹部１３２ａ乃至１３２ｄの深さは、ヘッド本体１
０に錘部材２０を固定した状態で、錘部材２０の最下部が、ソール部１３の最下部よりも
上方に位置するように設定されている。
【００３０】
　このため、図４に示すように、錘部材２０がソール部１３から突出せず、打撃時に錘部
材２０が地面に引っかかることを防止できる。
【００３１】
　＜第３実施形態＞
　図５は、本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＣの断面図であり、図２の断
面図と同様の切断面で切断した場合の断面図である。以下、上記第１実施形態のゴルフク
ラブヘッドＡと同じ構成については同じ符号を付して説明を割愛し、異なる構成について
のみ説明する。
【００３２】
　本実施形態は、各取付部１３１ａ乃至１３１ｄに、軸状の雄ネジ部ＳＣ３を設け、錘部
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材２０に、雄ネジ部ＳＣ３と螺着する雌ネジ孔ＳＣ４を設けたものである。また、各取付
部１３１ａ乃至１３１ｄは、錘部材２０が収容される内部空間を有し、上記第２実施形態
と同様に、錘部材２０がソール部１３から突出しないようにしている。
【００３３】
　このように、ソール部１３側のネジ部と、錘部材２０側のネジ部とは、どちらが雄ネジ
、雌ネジであってもよい。
【００３４】
　＜第４実施形態＞
　上記第１乃至第３実施形態では、直線Ｌ１上の互いに離間した複数の位置に錘部材２０
を固定可能としたが、直線Ｌ１上の任意の位置に錘部材２０を固定可能な構成としてもよ
い。これにより、ゴルフクラブヘッドの重心位置、重心深さをより細かく調整できる。
【００３５】
　図６（Ａ）は、本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＤの断面図であり、図
２の断面図と同様の切断面で切断した場合の断面図である。図６（Ｂ）は図６（Ａ）の線
Ｘ－Ｘに沿う断面図であり、錘部材２０を取り外した状態を示す。以下、上記第１実施形
態のゴルフクラブヘッドＡと同じ構成については同じ符号を付して説明を割愛し、異なる
構成についてのみ説明する。
【００３６】
　ゴルフクラブヘッドＤのヘッド本体１０のソール部１３には、上述した直線Ｌ１に沿う
レール部５０が形成されている。レール部５０は、以下に説明する通り、錘部材２０の矢
印Ｄ２方向の移動を案内する。矢印Ｄ２は直線Ｌ１と同方向である。
【００３７】
　レール部５０は、ソール部１３を凹ませて形成した、下方が開放した溝５１と、溝５１
の上部に形成された区画室５２と、を備える。溝５１及び区画室５２はいずれも、上述し
た直線Ｌ１に沿って形成されている。
【００３８】
　溝５１は、一対の側壁１３ａと、各側壁１３ａを曲折して形成した一対の仕切り部１３
ｂと、を有する。仕切り部１３ｂは、溝５１と区角室５２との間に位置しており、これら
を上下に仕切る。一対の仕切り部１３ｂ間は離隔してスリット５３が形成されている。溝
５１内には、錘部材２０が収容される。溝５１の深さは、ヘッド本体１０に錘部材２０を
固定した状態で、錘部材２０の最下部が、ソール部１３の最下部よりも上方に位置するよ
うに設定され、これにより、錘部材２０がソール部１３から突出せず、打撃時に錘部材２
０が地面に引っかかることを防止できる。
【００３９】
　区画室５２は、断面がコの字型の蓋部材５４の下端を仕切り部１３ｂに接合することで
形成されている。蓋部材５４により区画室５２の上方は閉鎖されている。
【００４０】
　区画室５２内には、スライド部材５５が収容される。スライド部材５５は、区画室５２
内で回転不能な大きさを有し、例えば、平面視で方形をなしている。スライド部材５５に
は、スリット５３を通過する軸状の雄ネジ部ＳＣ５が一体的に接続されている。錘部材２
０には、雄ネジ部ＳＣ５と螺着する雌ネジ孔ＳＣ６が形成されている。錘部材２０の幅は
スリット５３の短手方向の幅よりも大きい。
【００４１】
　サイド部１４のうち、バック側の一部は開口しており、個々に閉鎖部材１４１が固定さ
れている。ヘッド本体１０の組立ての際、上記開口からスライド部材５５を区画室５２内
に挿入する作業を行った後、閉鎖部材１４１をヘッド本体１０に固着して、この開口を閉
鎖する。閉鎖部材１４１は、レール部５０のバック側端部を閉鎖する壁部１４１ａを有し
ている。閉鎖部材１４１は、ヘッド本体１０に対して着脱可能な構成としてもよく、この
場合、スライド部材５５の交換が可能となる。レール部５０のフェース部１１側の端部は
、ヘッド本体１０の一部を曲折した壁部１６と、蓋部材５４の一部により閉鎖されている
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【００４２】
　係る構成からなるゴルフクラブヘッドＤでは、雄ネジ部ＳＣ５と雌ネジ孔ＳＣ６とを螺
着することで、スライド部材５５と錘部材２０とが仕切り部１３ｂを挟み、これにより錘
部材２０がヘッド本体１０に固定される。仕切り部１３ｂと錘部材２０との間にワッシャ
３０を介挿することで、雄ネジ部ＳＣ５と雌ネジ孔ＳＣ６との螺合の緩み止めとなる。
【００４３】
　錘部材２０の位置を変更する場合は、雄ネジ部ＳＣ５と雌ネジ孔ＳＣ６との螺合を緩ま
せ、スライド部材５５と錘部材２０とを矢印Ｄ２方向に移動する。移動の際、これらはレ
ール部５０に案内されるので、位置変更が容易である。そして、所望の位置で雄ネジ部Ｓ
Ｃ５と雌ネジ孔ＳＣ６とを螺着することで、錘部材２０を固定することができる。
【００４４】
　このように本実施形態では、直線Ｌ１上の任意の位置に錘部材２０を固定可能であり、
ゴルフクラブヘッドＤの重心位置、重心深さをより細かく調整できる。なお、本実施形態
の場合、ヘッド本体１０の重心位置ＣＧは、錘部材２０及びスライド部材５５を取り外し
た状態でのヘッド本体１０の重心位置とする。また、本実施形態では、スライド部材５５
から錘部材２０を完全に取り外すことができるので、重さの異なる複数の錘部材２０のい
ずれかを選択的にヘッド本体１０に固定するようにしてもよい。
【００４５】
　また、本実施形態では、レール部５０が、壁部１４１ａ及び１６、蓋部材５４により囲
まれるので、レール部５０を介してごみ等がヘッド本体１０内に侵入することを防止する
ことができる。
【００４６】
　なお、レール部５０の構造としては、図６（Ａ）及び（Ｂ）に示した構造に限られず、
錘部材２０を移動可能であり、任意の位置に固定可能なものであれば、どのような構造で
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係るゴルフクラブヘッドＡの斜視図である。
【図２】図１の面Ｓに沿うゴルフクラブヘッドＡの断面図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）はフェースセンタＦＣの説明図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＢの断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＣの断面図である。
【図６】（Ａ）は本発明の他の実施形態に係るゴルフクラブヘッドＤの断面図、（Ｂ）は
図６（Ａ）の線Ｘ－Ｘに沿う断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
Ａ乃至Ｄ　ゴルフクラブヘッド
１０　ヘッド本体
２０　錘部材
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